
健全な水循環
・流域総合水管理

蔵治 光一郎

愛知県長良川河口堰最適運用検討委員会 委員

矢作川流域圏懇談会 山部会 座長

静岡県環境審議会 水循環保全部会 部会長

水循環基本法フォローアップ委員会 座長

不知火海・球磨川流域圏学会 理事

東京大学大学院農学生命科学研究科 教授

長良川河口堰30年シンポジウム 202６.３.１５

1



2024年12月17日 名古屋大学減災館減災ホールにて開催
YouTubeで公開中、講演録「流域圏担い手づくり事例集VI-I」冊
子配布中、「流域圏担い手づくり事例集」WebサイトでPDF公開中
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水は海で生まれ、山で集まり、川となって
海に流れていく
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水循環基本法

• 2014年4月2日公布、7月1日施行

• 前史
• 1998～2005年 「健全な水循環系構築に関する関係
省庁連絡会議」、1999年「中間とりまとめ」

• 2007年 水制度改革推進市民フォーラム、「水制度
改革に関する建議書」を国会に提出

• 2008年 「水制度改革国民会議」設立、「水循環基
本法研究会」を組織

• 2010年 超党派議連「水制度改革議員連盟」発足

• 2014年 水制度改革議員連盟の諮問機関として
「水循環基本法フォローアップ委員会」を設置
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水循環の定義

• 健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議
中間とりまとめ（1999）
• 「健全な水循環系」とは、流域を中心とした一連の
水の流れの過程において、人間社会の営みと環境の
保全に果たす水の機能が、適切なバランスの下にと
もに確保されている状態。

• 水循環基本法第２条（2014）
• 「水循環」とは、水が、蒸発、降下、流下又は浸透
により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水と
して河川の流域を中心に循環することをいう。

• 「健全な水循環」とは、人の活動及び環境保全に果
たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環をい
う。
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重要な点
• 水は国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いもので
ある（第３条基本理念の２、第１５条）

• 国及び地方公共団体は、流域における水の貯留・涵養機
能の維持及び向上を図るため、雨水浸透能力又は水源涵
養能力を有する森林、河川、農地、都市施設等の整備そ
の他必要な施策を講ずるものとする（第１４条）

• 国及び地方公共団体は、流域の総合的かつ一体的な管理
を行うため、必要な体制の整備を図ること等により、連
携及び協力の推進に努める。国及び地方公共団体は、流
域の管理に関する施策に地域の住民の意見が反映される
ように、必要な措置を講ずるものとする（第１６条）

• 政府は、毎年、国会に、政府が水循環に関して講じた施
策に関する報告を提出しなければならない（第１２条）
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石原議連代表（当時）挨拶（抜粋）

• 水循環基本法はわが国で誕生した最初の「水の憲法」
と言ってもよいでしょう。

• 水は国民共有の財産であるという理念を国民にも伝え
ていくことが、わが国が水に関する国際問題を解決す
るとの機運につながっていくものと思います。

• 水循環基本法にはパラダイムシフトとも言うべき重要
な理念が掲げられています。これは議員立法だからこ
そできたことだと思います。

• 水循環基本法の基本理念を活かすように、これまでの
制度を思い切って改正し、同時に必要な新制度の創設
に努力していただきたい。水制度改革議員連盟は、皆
さまのご意見に真摯に耳を傾け、健全な水循環の維
持・回復のために皆さまのご意見を積極的に実現して
まいります。私は、議連の代表として皆さまとともに
最善の努力を傾ける決意です。 9



流域総合水管理

• 2024年4月2日 第6回水循環政策本部会合で
岸田総理が水循環基本計画の見直しを指示

• 8月30日 第7回水循環政策本部会合および閣
議、水循環基本計画の一部修正を決定
• 新たな4つの重点項目の一つが「流域総合水管理」

• 12月18日 国交大臣、「流域総合水管理のあり方
について」国土審議会・社会資本整備審議会に諮
問
• 国土審議会は「水資源開発分科会」、社会資本整備審
議会は河川分科会に「流域総合水管理のあり方検討
小委員会」を組織し、合同会議て議論

• 2025年6月27日 答申
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安倍本部長
太田担当大臣

岸田本部長
斉藤担当大臣
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2024年４月２日 水循環政策本部会合
• （岸田内閣総理大臣）今年度より、水道行政が厚生労働省か
ら国土交通省に移管され、上下水道一体となった行政が実現
することになりました。これを機に、人口減少、インフラの
老朽化、カーボンニュートラルなど、現下の社会課題の解決
に向け、官民連携で、次の３点に重点を置いて、水循環政策
を見直してまいります。

• （第１、第２ 略）第３に、水力エネルギーの最大限の活用
です。水需要の変化を踏まえ、全国の各種ダム等の既存イン
フラをフル活用し、流域の関係者の連携による最適な水力管
理を徹底し、官民連携よる水力発電の最大化を実現してくだ
さい。また、こうした議論をエネルギー基本計画の見直しに
おいても進めてください。こうした取組を通じて、水循環政
策において、これまで進めてきた「流域治水」から、流域単
位での水力発電の増強などのカーボンニュートラルの視点も
含めた「流域総合水管理」に進化させていきます。水循環政
策担当大臣を中心に、今夏を目途に、「水循環基本計画」を
改定するとともに、関係政策の工程表を策定してください。
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2024年8月30日 水循環政策本部会合
• （岸田内閣総理大臣）台風10号が上陸し、各地で大
雨・暴風の被害をもたらしています。全国136の治水ダ
ム・利水ダムで事前放流を実施し、洪水に備えていま
すが、各大臣においては、引き続き、被害を最小化す
るため、高い緊張感を持って対応して下さい。

• そして、本日、この後の閣議において、新たな水循環
基本計画を閣議決定いたします。

• （第１、第２ 略）第３に、流域総合水管理の推進で
す。これまで進めてきた流域治水に加えて、流域単位
での水力発電の増強によるカーボンニュートラルの視
点も含めた流域総合水管理を推進し、長期脱炭素電源
オークション制度も活用して、水力エネルギーを最大
化してください。そして、こうした水力エネルギー増
強の取組を、今年度末を目途とするエネルギー基本計
画の見直しに反映してください。
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流域総合水管理のあり方について
答申（6月27日）はじめに（抜粋）
• 水の使い方について各地域で形成されてきた様々
な秩序も踏まえ、その地域がその使い方について
再考（再構築）するタイミングにきている。

• 地域における水の価値を再発見し、日本を更に豊
かにするためにはどうすべきかを考え直すべきで
ある。

• そのためには、流域の関係者が連携して、より地
域を豊かにするために未来志向で協力するととも
に、河川管理者をはじめとする主体がその調整を
積極的に担う必要がある。

• 本答申を踏まえ、関係省庁で必要な施策が推進さ
れ、それぞれの流域においてその地域ならではの
取組が進められることを期待している。 22



流域総合水管理の定義

• 水を巡る様々な課題等に対応するためには、治
水に加え利水・環境も流域全体であらゆる関係
者が他者を尊重しながら協働して取組を深化さ
せるとともに、「流域治水」・「水利用」・
「流域環境」間の「利益相反の調整」や「相乗
効果の発現」を図ることで、「水災害による被
害の最小化」「水の恵みの最大化」「水でつな
がる豊かな環境の最大化」を実現させる「流域
総合水管理」に取り組む必要がある。
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答申 参考資料より
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答申 参考資料より
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答申 参考資料より
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答申 参考資料より
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流域総合水管理のあり方について
答申（6月27日）おわりに（抜粋）

• 流域総合水管理の取組は、できるところからチャレン
ジしていく姿勢が重要である。

• 各地域で顔の見える関係をつくってアイデアを出し
合ってトライし、その取組が成功すれば、その効果を
実感しながらステップアップしていけば良い。

• 地域の創意工夫が成功すればするほど、その地域は豊
かになっていく。

• 成功事例が他の地域に波及し、日本全体の豊かさにつ
ながり、さらにはその取組に満足することなく、世代
を超えて常にチャレンジし続けるシステムに発展して
いくとともに、このような取組や考え方が世界にも発
信され、世界から賞賛を浴びる日本の知恵となり、世
界を変える一助になることを期待している。
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